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おもちゃと絵本のくるくる広場

多くの来場を期待しているため、事前報道（イベント実施前）を希
望します。
当日は、午前10時から午後４時までの間、来場者の対応に支障のな
い範囲で取材対応が可能です。

KJ00607269
2026年2月6日

日時
令和８年２月15日（日）午前10時から午後４時まで

場所
旭川市民文化会館（７条通９丁目）

内容
生涯学習フェア「まなびピアあさひかわ」で使わなくなったおもち
ゃや絵本を持ち寄り、他のおもちゃや絵本と交換できるイベント「
おもちゃと絵本のくるくる広場」を開催します。

令和8年2月15日　10時00分　～　令和8年2月15日　16時00分



2026．2/15 10:00～1６:00

旭川市民文化会館(7条通9丁目)

おもちゃと絵本のくるくる広場のお問合せ：旭川市環境部廃棄物政策課 TEL 25-6324 

く る く る

日　時

場　所

おもちゃと絵本のくるくる広場って？
使わなくなったおもちゃや絵本を持ち寄り、他のおもちゃや
絵本と交換できるイベントを、生涯学習フェア「まなびピア
あさひかわ」内で開催します。
交換はもちろん、持ち込みのみ、持ち帰りのみでもＯＫです！

※持ち帰りは保護者と同伴している小学生以下のお子様に限らせていただきます。

※多くの方に体験してもらうため、持ち帰りの数に上限を設けさせていただきます。

持込できないもの

おもちゃや乳幼児用の絵本（50㎝以内でそのままの状態で使

用できるもの）

ぬいぐるみ、電子機器（ソフトを含む）、漫画、雑誌、図鑑、落書

きや記名のあるもの、大きさが50㎝を超える大型遊具、汚れ

や傷みが激しいもの、壊れているもの

家庭ごみの排出量や３Ｒ・食品ロスに関する説明などを写真や
グラフなどを交えて展示します。

持込できるもの

イベントの詳細は
こちらをご覧ください

家庭ごみの減量・資源化に関するパネル展 同時
開催

【おもちゃや絵本の事前持込みも可能です】
イベント当日に会場に来ることができない方は、事前に持込むことも可能です。
（交換はできません。）

受付期間：令和８年2月2日（月）～２月１３日（金） ８時４５分～１７時１５分（土・日・祝を除く）

場所：旭川市役所総合庁舎５階（７条通９丁目）　環境部　廃棄物政策課


